
第９号様式（その１）（第２９条関係）  

保 全 地 区 内 等 行 為 届 出 書 
（建築物等の新築、改築又は増築の場合）  

 
令和４ 年４ 月 １ 日  

 
奈良県知事 殿  

 

住 所 ○ ○ 郡 ○ ○ 町 ○ ○ １ ２ ３ － ４  

氏 名 ○ ○  ○ ○            

（法人の場合には名称及び代表者の氏名）  

（電話番号 0000-00-0000 ）  

 
奈良県自然環境保全条例第２８条第１項の規定により、保全地区で次の行為をす

るので届け出ます。  

 

行為の目的 携帯電話基地局の設置 

行為の場所 
○○ 市  ○○ 町  ○○   

郡     村      字 １ １ １ 番地 
地目 田、畑 

 
 

建築物その他の工作物   

新 築 改 築 増 築 そ の 他 

敷 地 面 積 ○○．○㎡ ㎡ ㎡  

建 築 面 積 ○．○㎡ ㎡ ㎡  

延 床 面 積 ㎡ ㎡ ㎡  

最高の棟高 ○○．○ｍ ｍ ｍ  

用 途 携帯電話基地局    

構 造 ○木 造 ○鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ○鉄骨造(ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ)  

階 数     階 階 階  

屋 根 ○瓦 葺 ○カラーベスト ○鉄 板 葺 アンテナ、Ｇ Ｐ Ｓ アンテナ：○色 

色 彩    その他工作物：こげ茶色 

外 壁 ○モルタル塗 ○板 張 ○しっくい塗  

色 彩     

行為の期間 令和４ 年 ５ 月 ２ １ 日から  令和４ 年１ ０ 月 ３ １ 日まで 

添 付 図 面 
付近位置図  平面図  立面図（二面）  

 注  １  本書２通を市町村の長を経由して提出してください。  

    ２  ○印には該当する事項に 印を付けてください。  

行為着手の 50 日前までに届出

が必要です。 

着手日が未定の場合は、「受領後

から」と記入して下さい。 

代理人申請する場合、依頼主(施

主)の住所氏名をご記入下さい。

施工事業者名ではありませんので

ご注意下さい。 

この記入例は、「携帯電話基地局を新築

する場合」のものです [1/2] 

届出予定の基地

局の最高高さを

ご記入下さい。 
保全地区では、景

観に馴染む色彩と

してこげ茶色をお

願いしています。 



第９号様式（その１）（第２９条関係）  

保 全 地 区 内 等 行 為 届 出 書 
（建築物等の新築、改築又は増築の場合）  

 
令和４ 年４ 月 １ 日  

 
奈良県知事 殿  

 

住 所 ○ ○ 郡 ○ ○ 町 ○ ○ １ ２ ３ － ４  

氏 名  ○ ○  ○ ○            

（法人の場合には名称及び代表者の氏名）  

（電話番号 0000-00-0000 ）  

 
奈良県自然環境保全条例第２８条第１項の規定により、保全地区で次の行為をす

るので届け出ます。  

 

行為の目的 既設携帯電話基地局へのアンテナ等の増設 

行為の場所 
○○ 市  ○○ 町  ○○   

郡     村      字 １ １ １ 番地 
地目 田、畑 

 
 

建築物その他の工作物   

新 築 改 築 増 築 そ の 他 

敷 地 面 積 ㎡ ㎡ ○○．○㎡  

建 築 面 積 ㎡ ㎡ ○．○㎡  

延 床 面 積 ㎡ ㎡ ㎡  

最高の棟高 ｍ ｍ ｍ  

用 途   携帯電話基地局  

構 造 ○木 造 ○鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ○鉄骨造(ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ)  

階 数  階 階 階  

屋 根 ○瓦 葺 ○カラーベスト ○鉄 板 葺 アンテナ：○色 

色 彩    その他工作物：こげ茶色 

外 壁 ○モルタル塗 ○板 張 ○しっくい塗  

色 彩     

行為の期間 令和４ 年 ５ 月 ２ １ 日から  令和４ 年１ ０ 月 ３ １ 日まで 

添 付 図 面 
付近位置図  平面図  立面図（二面）  

 注  １  本書２通を市町村の長を経由して提出してください。  

    ２  ○印には該当する事項に 印を付けてください。  

行為着手の 50 日前までに届出

が必要です。 

着手日が未定の場合は、「受領後

から」と記入して下さい。 

代理人申請する場合、依頼主(施

主)の住所氏名をご記入下さい。

施工事業者名ではありませんので

ご注意下さい。 

この記入例は、「携帯電話基地局を改・増築（届出対象となる高さ

２ｍを超える工作物を設置）する場合」のものです[2/2] 

届出予定の基地

局の最高高さを

ご記入下さい。 

改築の場合は改築の

項目にご記入下さい。 

保全地区では、景

観に馴染む色彩と

してこげ茶色をお

願いしています。 


